
高取町住宅地等開発事業に関する指導要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、町の行財政に重大な影響を及ぼす住宅地等の開発事業の施行に関し、

一定の基準を定め、適正な指導を行ない無秩序な乱開発を防止すると共に住宅地等の開発

事業者（以下「事業者」という。）に対し、公共施設及び公益施設等の整備促進を図るた

めの協力を求め、もって住民の良好な生活環境と機能的な都市活動を確保することを目的

とする。 
（適用範囲） 
第２条 この要綱は、本町において行なわれる住宅地等の開発事業（建築物の建築の用に供

する土地の区画形質の変更及び宅地又は建売分譲賃貸住宅、共同住宅、企業の社宅並びに

寮、店舗の建築その他町長が特に必要と認めたもの。）の開発規模が、五百平方メートル

以上の事業者に対し適用する。なお、五百平方メートル未満の事業者に対する住宅地等の

開発事業については別に定める。 
（調整指導） 
第３条 前項に規定する規模による住宅地等を開発しようとする事業者は、法令等に基づき

許認可の申請又は土地所有者に対する拘束行為（手金の授受等）をしようとする前にあら

かじめ町長に申し出て町の調整指導を受けるものとする。 
２ 事業者は、前項の調整指導を受けようとするときは、当該事業の計画書（様式第１号）

に関係書類を添え町長に提出するものとする。 
（事前協議） 
第４条 町長は、前条の規定により申し出た事業者に対し必要な事項を指示すると共に「奈

良県開発行為に関する技術基準」に定めるもの並びに公共施設の整備公益施設の施行ある

いは費用目的及び生活環境等関連事項についても協議するものとする。 
（公共施設の整備等） 
第５条 事業者は、住宅地等開発事業に関して新しく設置すべき公共施設（道路、上下水道、

広場、公園、緑地、河川、水路、消防の用に供する貯水施設及び消火栓、集会所、有線放

送施設その他町長が必要と認める施設）を町長の指示に従い自己の負担で施行しなければ

ならない。 
２ 事業者は、前項に定める公共施設のほか施行地区内に次の施設を自己の費用で施行し、

町に寄付又は譲渡しなければならない。 
  小学校及び中学校、消防施設、幼稚園、保育所、公民館、警察官派出所、ごみ焼却施設

及び汚水処理施設、その他町長が必要と認める施設 
（事業の施行） 
第６条 事業者は、事業の施行にあたり町長の指示する担当部局と緊密な連絡を保ちつつ町

長の指示に従って施行しなければならない。 
（公共施設の検査） 
第７条 事業者は、第５条第１項及び第２項に規定する施設を町に寄付又は譲渡する場合は

あらかじめ町長の検査を受けなければならない。 
２ 前項の検査の結果不備な箇所は事業者の費用をもってその箇所を整備しなければなら



ない。 
（公共施設の管理） 
第８条 町の管理又は所有に属した公共施設の維持管理に要する経費は、町長と事業者が協

議し、その負担及び期間を決定するものとする。 
（道路関係） 
第９条 事業者は、既設道路から事業者の造成する施行地区に通ずる道路を新設又は改良す

る必要がある場合は、道路構造令に基づき自己の費用で施行しなければならない。 
２ 事業者の施行地区内外において新設又は改良した道路で町の管理に属することとなる

ものは舗装するものとしその工法については、道路管理者と事業者が協議するものとする。 
（水道施設関係） 
第１０条 事業者が造成する施行地区内に給水するために必要な施設は水道事業管理者の

指示に従って施行し、一切の費用は配水管工事分担金に関する規定にかかわらず事業者が

負担しなければならない。 
２ 事業者が第１項の施設を町に譲渡するときは、無償とする。ただし、特別の場合は事前

に事業者は水道事業管理者と協議しなければならない。 
（衛生関係） 
第１１条 事業者は、開発事業施行地区内におけるし尿の処理については、次のいずれかの

方法によるものとする。但し、下水道方式については、下水道布設後に適用するものとす

る。 
一 汲取り式 簡易水洗及びクリーントイレ等のいわゆる使用方法が水洗化されたもの

を除く。 
二 水洗式 合併浄化槽によるもの 
三 下水道式 
２ し尿を水洗式によって処理しようとする場合は監督官庁の定める形式基準によらなけ

ればならない。 
３ 水洗式及び下水道式によって処理した排水を放流する場合の水質は、常時下水道法第八

条の規定による基準に適合し、かつ下水の水質の検定方法に関する省令（昭和三十七年厚

生省、建設省令第一号）の規定による検定を受けたものでなければならない。 
４ 終末処理施設（合併浄化槽を含む。）によって処理した汚水の放流によって紛争の生ず

ると思われる事件については、すべて事業者において解決しなければならない。 
５ 塵芥処理については、処理施設の建設等は、自己の費用で施工するなど、町の処理計画

に従うこと。 
（排水施設関係） 
第１２条 事業者が開発する施行地区内から流出する雨水又は汚水を排水するために必要

な施設は町長の指示に従い関係地区の住民と協議のうえ自己の費用で施行しなければな

らない。 
２ 施行地区外の既設水路が宅地開発事業等に起因して周辺地域に水害等が予想される場

合には事業者は町長の指示に従い、自己の負担で適当と認められる位置まで当該水路を改

修しなければならない。 
３ 工場廃液の排水については、「工場排水等の規制に関する法律」の定める所による。 
 



（被害の補償） 
第１３条 事業者は、住宅地等開発事業の施行により生じた渇水、洪水等による被害又は残

存地へ直接的及び間接的な被害については、その補償の責を負わなければならない。 
（宅地区画割基準） 
第１４条 一戸当たりの宅地区画面積（共同住宅にあっては床面積）は、次の表の定めると

ころによるものとする。 
区        分 面  積 

一 
戸 
建 
住 
宅 

 
開発区域面積 ５００㎡以上  第１種低層住居専用地域 
                その他の地域 
開発区域面積 ５００㎡未満 

 
１６５㎡以上 
１３０㎡以上 
１３０㎡以上 

長  屋  住  宅 １００㎡以上 
共  同  住  宅 ５０㎡以上 

 
２ 大規模開発の場合は、町長と協議するものとする。 
（駐車施設） 
第１５条 共同住宅及び長屋住宅は、計画戸数以上の駐車施設を設けること。 
２ 開発区域内に商業及び業務施設等を設ける場合には、当該施設の床面積１００㎡ごとに

１台（２０㎡）以上かつ１宅地（敷地面積約３００㎡）ごとに１台（２０㎡）以上の駐車

施設を設けること。 
３ 規定に定めるもののほか町長が必要と認めた場合は、別に指示をするものとする。 
（公園緑地関係） 
第１６条 事業者は、開発区域内に奈良県開発許可要綱の定めるところにより、公園等を設

置するものとする。 
（ため池施設関係） 
第１７条 事業者は、開発区域内にため池がある場合は、町長の指示を得て従前の機能に支

障を生じないよう保全するとともに、これを緑地又は公園として整備しなければならない。

ただし、事業計画上ため池の埋立てを必要とするときは、事前に町長に申し出て指示を得

たうえ、関係地区の住民と協議するものとする。 
（消防水利関係） 
第１８条 事業者は、開発区域内に消防庁の定める消防水利の基準（昭和３９年１２月消防

庁告示第７号）により必要な消火栓及び貯水槽を設置しなければならない。 
（交通・防犯関係） 
第１９条 事業者は、交通安全施設（道路標識、道路標示、区画線等）及び防犯施設（街路

灯等）を開発区域の内外において整備するものとし、その設置場所等については、町長及

び公安委員会と協議するものとする。 
２ 開発区域付近の通学路について事前に町教育委員会と協議すること。 
 
 



（市街化調整区域内の開発事業） 
第２０条 市街化調整区域内の開発事業については、この要綱に定めるもののほか、町長が

当該事業者と協議して定めるところによる。 
（その他） 
第２１条 この要綱にそいがたいもの又は定めのないものについては、その都度町長が定め

る。 
 附   則 
１ この要綱は、昭和５７年７月 1日から適用する。 
２ この要綱の適用前の高取町住宅地等開発事業に関する指導要綱によって住宅地造成事

業の工事に着手している者及び協議済の者はなお従前の例による。 
 附   則 
１ この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 
２ この要綱の適用前の高取町住宅地等開発事業に関する指導要綱によって住宅地造成事

業の工事に着手している者及び協議済の者はなお従前の例による。 
 


